
 

 

 

 
 

 

 

 

平成 2９年度河川愛護モニター委嘱式を行います 

良好な河川環境の保全・再生を地域と共に 

 

このたび、公募により選定した４名の河川愛護モニターの委嘱が決まり、下記により

委嘱式を行うこととなりましたのでお知らせします。 

河川愛護モニター制度は、昭和 5０年度に河川監視の強化と河川愛護思想の普及啓発

を目的に創設され、河川整備、河川利用又は河川環境に関する地域要望を十分に把握し、

地域との連携をさらに進め、併せて河川愛護思想の普及啓発及び適正な維持管理に資す

るために活用しています。 

モニターの方々には、委嘱期間（本年 7 月から 1 年間）の間、当事務所管内の河川

に関する様々な要望や意見等について、報告等をお願いすることとしております。 

記 

日時  平成 2９年 7 月４日（火）１０時３０分 ～  

   場所  会津若松市表町 2－70 阿賀川河川事務所１Ｆ会議室 

      内容  委嘱書交付、感謝状贈呈、懇談会  

 

お問合わせ先 ： 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所  

〒965-8567 福島県会津若松市表町 2-70  TEL 0242－26－6441（代） 
副所長（技術） 鈴木 忠彦（内線 204）    

管理課長    乙川 昌也（内線 331） 

URL http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/ 
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